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廿日市市教育委員会教育長 様

学

校 学校長   回

◎学校運営上、支障のないことを確認しました。

甘日市市立 やギ

教

育

委

員

会

使

用

欄

照明設備使用料      円×  H×
(運動場 )

日×  面 ×

合計 2● 30

上記のとおり学校施設の使用を許可します。

減免措置
1施設使用料     円×  H×   日×  面×

l¬
11■11111■ 1,面/

年 tと 月ょ争日

=ょ 。30  円

=      円

円を納付すること。

2廿 日市市立学校施設使用条例及び廿日市市立学校施設使用規則を遵守すること。

収しました。

廿日市市教育委員会教育長

様式 第 4号 (第 6条関係)

学校施設使 許可書兼使用料減免決定通知書

*学校長印の無いものは、無効です。

使用上の注意事項  1使 用後は、清掃及び整理し、復旧すること。
2ゴミは持ち帰ること。
3使用時間は厳守すること。

 ` 4そ の他使用する学校の指示に従うこと。
5使用中の事故は、使用者の責任により処理すること。

備考 用紙の大きさは、 日本産業規格A列 4番 とする。          202373× 50× 8珊
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